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仮想通貨とは・・・ 

インターネット上でやりとりされる電子データ。 

ショッピングや送金などの際に支払い・資金決済ツ 

ールとして利用される機会が増えてきています。 

ただトラブルも・・・(-_-;) 
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最近、仮想通貨の購入に関する不審な勧誘についての相談が急増しています。 

よくある相談事例をご紹介します。 

事例１ 聞き覚えのない業者から、電話で、仮想通貨の購入を勧められた。 

事例２ 
「必ず価値が上がります」、「購入価格よりも高い値段で買い取りま

す」といった内容のメールが届いた。 

こういった事例は、投資詐欺の可能性があります。 

トラブルに巻き込まれないためにも、以下の事項にご留意ください。 

● 
仮想通貨を取り扱う事業者は、金融庁・財務局への登録が必要です。金融

庁・財務局のウェブサイトで公表しているので確認しましょう。 

● 
仮想通貨の取引を行う場合、事業者から説明を受け、取引内容やリスクを

よく理解してからおこなってください。 

仮想通貨の価格は市場で変動するものが多く、値上がりする保証はどこに

もありません！ 

 

● 

『はじめて学ぶ仮想通貨』 

５月１８日（金）に開催予定！ 

詳しくは区報４月 11 日号をご覧ください。 
 

日本円やドルといった

国が価値を保証してい

る「法定通貨」ではあ

りません！！ 

 

 



 

 

 
 

 

 

【相談事例】                                

マンションに居住しており、「リフォーム工事モニター募集」と書かれたチラシ

がポスティングされていたので、業者に電話をかけてシステムキッチン工事の見積

もりを依頼した。一昨日、業者が訪問してきて７５万円の見積もりを出され、「キ

ャンペーン価格なのでこの値段でできるのは今日限りだ。工事をするのかしないの

か、今日中に結論を出してほしい」と言われたので契約をしてしまった。 

冷静に考えると予算より高いし、他社でも見積もりをとってから契約するべきだ

ったと思った。クーリング・オフはできるか？ 

【アドバイス】                                

消費者センターには、訪問販売によるリフォーム工事の相談が多数寄せられて

います。「今なら特別に値引きをする」などと言って、契約を急がせる業者には

注意が必要です。リフォーム工事は工事の必要性や金額の妥当性の判断が難しい

ものです。複数の業者から相見積もりをとり、比較・検討した上で契約するよう

にしましよう。 

今回は、相談者はキッチンのリフォーム工事の見積もりをとるだけのつもりで

業者に訪問を依頼しました。ところが、業者から勧誘され契約をしたので、特定

商取引法の訪問販売に該当し、クーリング・オフにより契約を解除することがで

きます。相談者にクーリング・オフ手続き方法を助言し、消費者センターで業者

に確認の電話を入れました。業者から、「クーリング・オフの対応をする」と回

答があり解決しました。 

 


